
令和７年度 事業計画書 

（令和7年4月1日から令和8年3月31日まで） 

１. はじめに  

 

当財団は、大分県出身の薬学生のうち学業優秀、品行方正でありながら、経済的理由により

学業に専念することが難しい学生に対し、奨学金の給付等を行い、薬剤師免許取得後に大分県

内の薬局への就業を推進することにより、地域医療を担う薬剤師の確保を図り、もって県内に

おける有為な人材の育成及び地域医療体制の充実を図る事を目的とする。 

 

２. 当事業年度の実施事業について  

 

（公１）奨学金給付事業  

当事業については、大分県出身で薬学部に通う5年生及び6年生を対象とし、年間を通じて合

計20名に奨学金を給付する計画としております。これにより、年間の給付予算額の総額は、

1,800万円(5年生 月5万×10名  6年生 月10万×10名)となります。 

令和6年度の奨学生は5年生3名、6年生が2名となっております。令和7年度の募集人数としま

しては5年生約5名、6年生約5名となっております。 

奨学金の形としましては、返還義務のない給付型としておりますが契約が不履行になった際

は返還を求める形となります。 

 

令和7年度の募集受付期間は令和7年4月10日～5月20日を予定しております。書類選考、面接

を経て同年6月に採否を決定します。募集に当っては、当財団のホームページによる情報提

供、全国の薬学部がある大学へのパンフレット・募集案内の送付等の方法で、周知活動を行っ

ていきます。  

奨学生の選定に関しては、奨学生選考委員会において公正であり、より有為な人材を確保す

る為の選定方法を模索し、その答申に基づいて理事会で最終的に決定します。 

奨学金の給付が決定した後も、決まった月に成績証明書や生活状況報告書の提出を義務付け

るとともに、本人及び保護者に対して年に数回の面談をもうけることにより、奨学金がより有

意義なものになるよう努めます。また、奨学生の意識高揚をはかるため専門家による講演や大

分県で働く薬剤師に現状を話してもらう場を提供する事を目的とし、学習面や生活面での悩み

を相談できる懇談会を年2回( 10月、2月)開催する様に予定しています。 

上記の面談および講演など対面を必要とする状況に置きましては奨学生の状況によりzoom等

を活用していく形となります。 

 

 



３. 当財団としての活動  

当財団の奨学金制度及び各種情報をより広く効率的に周知させるため、ホームページを開設

しております。理事会、評議員会、奨学生選考委員会の各種会議につきましては定款に則り開

催いたします。理事会等に関しましては、書面評決およびzoom等を活用していきたいと思って

おります。 

 

４. 事業資金の確保  

  令和6年度において拠出金を原資とし、配当等の果実を奨学金に充当する目的で株式等を取

得いたしました。その他としましては個人、法人からの寄附および拠出金を取り崩す形での運

営となります。 

 

 

以上 

 


